
4月 5月 6月

日 月 火 水 木 土日 月 火 水 木 金

1 2 もやせないごみ 3

木 金 土金 土 日 月 火 水

4 5 3 4 もやせないごみ 5 6 71 2 3 1 2

11 12 4 5 6 76 7 8 9 段ボール・新聞紙 10 10 11 段ボール・新聞紙 12 13 14もやせないごみ 8 9 10 8 9

18 19 11 12 13 1413 14 15 16 もやせないごみ 17 17 18 もやせないごみ 19 20 21段ボール・新聞紙 15 16 17 15 16

25 26 18 19 20 2120 21 22 23 その他紙類 24 24 25 その他紙類 26 27 28もやせないごみ 22 23 24 22 23

25 26 27 2827 28 29 30 もやせないごみ その他紙類 29 30 31 29 30

9月

日 月 火 水 木 金 土 金 土日 月 火 水 木土日 月 火 水 木 金

7月 8月

6

136 7 8 9 段ボール・新聞紙 10

1 2

11 12 3 4 5

1 2 もやせないごみ 3 4 5

19 10 11 12 13

もやせないごみ 4 5

9 10 段ボール・新聞紙 11 12もやせないごみ 7

1 2 3

18 19 20

6

13 14 15 16 もやせないごみ 17 16 17 もやせないごみ段ボール・新聞紙 14 15 16 14 15

8 9 7 8

18

25 26 17 18 19 2020 21 22 23 その他紙類 24 23 24 その他紙類 25 26 27もやせないごみ 21 22 23 21 22

24

31
25 26 2727 28 29 30 もやせないごみ 31 30その他紙類 28 29 30 28 29

12月

日 月 火 水 木 金 土 金 土日 月 火 水 木土日 月 火 水 木 金

10月 11月

6

135 6 7 8 段ボール・新聞紙 9

1

10 11 2 3 4

1 もやせないごみ 2 3 4

18 9 10 11 12

もやせないごみ 4 5

9 10 段ボール・新聞紙 11 12もやせないごみ 6

1 2 3

18 19 20

5

12 13 14 15 もやせないごみ 16 16 17 もやせないごみ段ボール・新聞紙 13 14 15 14 15

7 8 7 8

17

24 25 16 17 18 1919 20 21 22 その他紙類 23 23 24 その他紙類 25 26 27もやせないごみ 20 21 22 21 22

31
23

30
24 25 2626 27 28 29 もやせないごみ 30 30

31その他紙類 27 28 29 28 29

3月

日 月 火 水 木 金 土 金 土日 月 火 水 木土日 月 火 水 木 金

1月 2月

7

144 5 6 7 もやせないごみ 8

6 7 1

9 10 8 9 10

1 2 3

17 15 16 17 18

もやせないごみ 5 6

10 11 段ボール・新聞紙 12 13段ボール・新聞紙 12

2 3 41 2 3 4 もやせないごみ 5

19 20 21

11

11 12 13 14 段ボール・新聞紙 15 17 18 もやせないごみもやせないごみ 19 20 21 15 16

13 14 8 9

16

23 24 22 23 24 2518 19 20 21 もやせないごみ 22 24 25 その他紙類 26 27 28その他紙類 26 27 28 22 23

30 3125 26 27 28 その他紙類 29 3129 30

収集はお休み(12/31～1/3)

資源ごみ

（ペットボトル・ビン類）

里 月 ・ 木 第３土曜日

中金久 月 ・ 木 第３土曜日

外金久 月 ・ 木 第３土曜日

川上 火 ・ 金 第３土曜日

屋仁 火 ・ 金 第３土曜日

佐仁１区 火 ・ 金 第３土曜日

佐仁２区 火 ・ 金 第３土曜日

用 月 ・ 木 第２土曜日

笠利１区 月 ・ 木 第２土曜日

笠利２区 月 ・ 木 第２土曜日

笠利３区 月 ・ 木 第２土曜日

辺留 月 ・ 木 第２土曜日

須野 月 ・ 木 第２土曜日

崎原 月 ・ 木 第２土曜日

土盛 月 ・ 木 第４土曜日

宇宿 火 ・ 金 第４土曜日

城間 火 ・ 金 第４土曜日

万屋 火 ・ 金 第４土曜日

和野 火 ・ 金 第１土曜日

節田 火 ・ 金 第４土曜日

平 火 ・ 金 第１土曜日

土浜 火 ・ 金 第４土曜日

用安 火 ・ 金 第４土曜日

喜瀬１区 火 ・ 金 第１土曜日

喜瀬２区 火 ・ 金 第１土曜日

喜瀬３区 月 ・ 木 第１土曜日

打田原 月 ・ 木 第１土曜日

前肥田 月 ・ 木 第１土曜日

手花部 月 ・ 木 第１土曜日

笠利地区集落別　収集日

もやせないごみ・新聞紙・段ボール、その他紙類の収集日は

全集落共通です。左のカレンダーでご確認ください。

※資源ごみ（ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ・ﾋﾞﾝ類）は指定の土曜日（専用回収箱へ）

※スプレー缶・蛍光灯・電池類は集落内に設置している専用回収箱へ

集　落 もやせるごみ

★ごみは指定日の 朝８時30分までに、お住まいの集落のごみステーションに出しましょう！

問合せ先：奄美市役所 笠利市民課 TEL：63-1111

収集はお休み(12/31～1/3)



資
源
物
・
危
険
物
の
出
し
方

収集日 分別の種類 出し方 収集日 分別の種類 出し方

第

２
水曜日

段ボール ペットボトル

ビ　　　　ン

毎月指定の

土曜日新　聞　紙

第

４
水曜日

そ の 他
紙　　類

集落内に
設置してある

専用回収箱

スプレー缶

蛍　光　管

電　　　池
充電式電池

● 上の例のほか、次のものも その他紙類 に含まれます。

→カタログ・教科書・封筒・包装紙・コピー用紙・ティッシュ箱 など

※カタログ、封筒、ティッシュ箱など、一部セロファンやビニールがついているものは、

その部分を必ず外してください。（はずしたセロファン、ビニールはもやせるごみ）

● 次のものは、 資源物ではなく、もやせるごみ で出してください。

→油やロウが付着したもの（牛乳パック、焼酎パック等）

→感圧紙、感熱紙（レシートなど）、カーボン紙、写真（写真用紙）など

→ペーパーシュレッダー等で裁断されたもの

→トイレットペーパー、ティッシュペーパー、ちり紙等

※チラシは混ぜないで、

その他紙類へ。

※断面が三層に

なっているもの。

※段ボール・新聞紙以外の紙類です。

一緒にまとめて出してください。

チラシ 本・雑誌 紙箱 紙袋

紙ひもで束ねる

※雨の日は濡れないよう

袋に入れて出す。

濡れないよう

透明袋に入れる。

濡れないよう

透明袋

に入れる。

※リサイクル表示の

ペットボトル

※無色透明ビン

※茶色ビン

※その他有色ビン
フタ・ラベル・リングを外し、

中をすすいで回収ボックスに入れる。

※すすいだ後、水をよく切ってください。

※完全に使い切って、

出してください。

※もやせないごみ には

出せません。

※家庭から出る蛍光管のみ

※もやせないごみ には

出せません。

専用回収箱に入れる。

※割れた蛍光管は透明袋

などに入れる。

使い切って、専用回収箱に

入れる。

※穴を開ける必要はありません。

●当日の朝８時30分までに出してください。 ●袋は中身の見える透明な袋を使用してください（指定袋でも構いません）

電池の＋極・ー極にセロハンテープ等を貼り、

透明袋に入れて、専用回収箱に入れる。

専用回収ボックスは前日に

業者が設置します。

Q 台風時のごみ出しはどうすればいいの？

Ａ ごみを出す際は安全に気をつけて、ごみ袋が風で飛ばされないようにご協力

ください。台風の影響で収集を延期または中止する場合は、防災放送等で

お知らせします。

ご不明の際は、笠利総合支所市民課までお問い合わせください。

Q 朝が忙しいので、前日の夜にごみを出してもいいですか？

Ａ 前日夜間のごみ出しは、悪臭の発生、カラスや野良猫による散乱、火災の

原因となる恐れがあります。

ごみステーションの環境を悪化させ、近隣住民の迷惑になりますので、ごみは収

集日当日、朝８時３０分までに出してください。

Ｑ＆Ａ

※もやせないごみ には

出せません。

Q （住んでいる集落とは）別の集落のごみステーションにごみを出していいですか？

Ａ ごみステーションは集落の住民等で管理しています。ご自身がお住いの集

落内，最寄りのごみステーションをご利用ください。

※油などのビンは

「もやせないごみ」

※ガムテープ等は必ずはがしてください。

●粗大ごみ

（例）布団類、自転車、

たたみ、大型家具など

●事業所ごみ

（事業系一般廃棄物）

お店や事業所から出されるごみ

●一時多量ごみ（４袋以上）

・家庭で伐採した多量の庭木、葉っぱ

・引越しに伴い多量に出るごみ

・大掃除で発生したごみ

★上記ごみは、名瀬クリーンセンターに持ち込む か、奄美市の許可を受けた収集運搬許可業者に収集を依頼 してください。

ノートパソコン、デスクトップパソコン、ディスプレイ

※問い合わせ先 →メーカーまたは

「パソコン３Rセンター」

☎03-5282-7685

●家電４品目（家電リサイクル法）

消火器、注射針、車の部品、サーフボード、産業廃棄物など

④テレビ

①エアコン

③冷蔵庫・冷凍庫

②洗濯機・乾燥機

※問い合わせ先 → 購入店または

奄美市HPを

ご確認ください。

●パソコン関連（パソコンリサイクル法）

●クリーンセンターで受け入れできないもの

※その他不明な場合はクリーンセンターへお問い合わせください。

※汚れのひどいものは

「もやせるごみ」

※汚れのひどいものは

「もやせるごみ」

※汚れのひどいものは

「もやせるごみ」

※汚れのひどいものは

細かくちぎって

「もやせるごみ」

（危険物）

（危険物）

（危険物）

.

カラスやノラネコにごみを荒らされないように、

きれいに、しっかりと

ネットを掛けるなどの対策を！

ごみは、「指定の袋」で出しましょう！

野外焼却（野焼き）は、

法律で禁止されています。

きれいな街並みを目指しましょう！

廃棄物処理法により

５年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金

または両方が科せられる場合があります。

・ごみの出し方、収集について

・資源物の収集について

・その他ごみに関すること

直接持ち込むごみの

ご相談

奄美市 笠利総合支所 市民課

TEL：0997-63-1111

（内線3041）

名瀬クリーンセンター
営業時間 ８：30～12：00

13：00～16：45

TEL:0997-53-2969

・こちらに掲載している出し方は、最低限のルールをご案内しています。

・台風等で収集を中止する場合は防災無線や公式SNS等で周知いたします。


